
第一種健康診断特例区域等の検証に関する検討会開催要綱 

 

１．目的 

原子爆弾やその直後の爆心地を中心に起きた大規模な火災により黒い雨が

降ったとされている。現在の第一種健康診断特例区域については、当時の降雨

状況やその後同区域に居住された方々の健康状態を踏まえて設定されている

が、同区域の設定について再検討を行うため、これまで蓄積されてきたデータ

の最大限の活用等により、最新の科学技術を用いて、可能な限りの検証を行う

こととした。 

本検討会においては、検証課題を整理するとともに、検証の進捗・成果を踏

まえ、第一種健康診断特例区域の在り方等について意見を集約することを目的

とする。 

 

２．構成員 

（１） 本検討会は、厚生労働省健康・生活衛生局長が関係者の参集を求め、

開催する。 

（２） 本検討会の参集者は、学識経験者及び関係団体等の代表とし、別紙に

掲げる者とする。 

（３） 本検討会の参集者のうち１名を座長として、厚生労働省健康・生活衛

生局長が指名する。 

（４） 本検討会には、必要に応じて別紙に掲げる者以外の関係者の出席を求

めることができる。 

 

３．ワーキンググループ 

（１） 厚生労働省健康・生活衛生局長は、検証の内容に関し具体的な検討を行

わせるため、必要に応じてワーキンググループを開催することができる。 

（２） ワーキンググループの開催に関し必要な事項は、別に定める。 

 

４．運営方法 

（１） 本検討会の会議、資料及び議事録は、原則として公開とする。ただし、

座長は、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認

めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公開とすることが

できる。この場合においては、少なくとも議事要旨を公開する。 

（２） 本検討会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局総務課において行う。 

（３） この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が

厚生労働省健康・生活衛生局長と協議の上、これを定めるものとする。  
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